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Ⅰ 平成１７年度県南保健福祉事務所の基本方針及び重点施策

（基本方針）

急速な少子高齢化が進行する中で、生活様式や価値観の多様化、さらには生活習慣病の

、 、増加等による疾病構造の変化などに伴い 保健・医療・福祉に寄せる県民の期待は大きく

しかも複雑化・多様化・高度化してきており、保健・医療・福祉の連携のとれた施策の推

進が求められています。

財政が一段と厳しくなる中、第四次福島県保健医療計画「うつくしま保健医療福祉プラ

ン２１」及び第４次福島県社会福祉計画「うつくしま福祉プラン２１」の着実な推進を基

本とし 「いのち、人格、人権の尊重」のもと、誰もが健康で生きがいを持ち、ともに支、

え合いながら生涯を過ごすことのできる県南地域を目指して、市町村、関係機関及び団体

との連携を図りながら効果的に施策を推進してまいります。

（重点施策）

１ 快適で健やかな生活の実現

(1) 食品等の安全性の確保対策事業の推進

新たな食品に起因する健康危機や法定外添加物、不適正表示など食品に係る問題に

迅速かつ適切に対応するため、関係機関と連携し、食品の生産から消費に至るまで一

貫した食品安全確保対策を「食品衛生監視指導計画」に基づき実施するとともに、食

品等事業者及び地域住民に対し、食品衛生思想の普及啓発を推進し、食の安全、安心

の確保に取り組みます。

(2) 安心で快適な生活環境の整備促進

生活衛生関係営業施設に対する監視指導を実施し、自主管理体制の確立を図りなが

ら衛生水準の維持向上に努めるとともに、公衆浴場や旅館のレジオネラ属菌対策や室

内空気環境対策を実施し適切な指導と情報の提供に努めます。

また、県民が安心して飲める「おいしい水」の安定的供給に向けて、水道事業の支

援を行うとともに「福島県水道水質管理計画」に基づき水質検査体制の整備を推進し

ます。

２ 生涯にわたる健康づくりの推進

(1) 生活習慣病予防の推進

生活習慣病の一次予防に重要な喫煙対策について、公共施設・事業所の分煙や学校

等の未成年者の防煙など受動喫煙防止対策の普及啓発を図るとともに、禁煙支援を行

う医療機関等を拡大して、禁煙し易い環境づくりを推進します。

また、特定給食施設に対する巡回指導等を通じて栄養管理基準に従った適切な栄養

管理を推進するとともに、外食店において栄養表示や健康情報提供をする「うつくし

ま健康応援店」の拡大を図り、食生活から個々人の健康づくりを支援します。

(2) 感染症対策の推進

感染症の発生予防やまん延防止など、予防知識の普及啓発を行うとともに、情報の

迅速な収集と提供など、発生時に適切に対応できる体制整備に努めます。

(3) ひきこもり対策の推進

青年期におけるひきこもりに対する総合的な相談を行うとともに、具体的な支援策

に取り組むことにより、心の健康の保持増進を図ります。

３ 健康を支える医療の充実

(1) 医療安全体制の充実
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医療機関に対して立入検査の実施や研修会等の開催を通し、適切な指導を行い、安

全で良質な医療を提供する体制が確保されるよう努めます。

４ 誰もが安心して暮らせる福祉社会の推進

(1) 家庭の虐待防止対策の推進

児童虐待、ＤＶ（配偶者暴力 、高齢者虐待、障がい者虐待など、家庭における虐）

待の防止に努めます。また、地域の相談体制づくりを行うとともに、市町村における

取り組みを積極的に支援します。

(2) 生活保護の適正な実施

個人の尊厳を守り、個々の世帯の実情やニーズに即した援助を実施するとともに、

市町村や関係機関と連携して早期の自立を支援します。

また、新規の申請については、丁寧に相談に応じ、適切な助言を行うとともに、迅

速な対応により早期に可否を決定するように努めます。

(3) 県地域福祉支援計画の策定

第４次福島県社会福祉計画「うつくしま福祉プラン２１（平成13～22年度 」の見）

直しを通して 「福島県地域福祉支援計画」が策定されることから、保健医療福祉関、

係者、県民、市町村関係者から意見を聴取し、課題に対する施策の方向性及び指標の

検討を行うとともに、併せて、市町村地域福祉計画の策定の支援に努めます。

(4) 地域福祉活動への支援

社会福祉協議会、ボランティア、ＮＰＯ（非営利組織）との連携を図りながら、市

町村ボランティアセンターの設置を促進するとともに、保健、医療、福祉の総合的な

ネットワークの構築の推進に努めます。

５ 妊娠・出産・子育て・子育ちを支える社会の推進

(1) 思春期保健対策の推進

１０代の望まない妊娠や人工妊娠中絶にかかる思春期保健対策について、教育、医

療など、関係機関と連携を図りながら具体的に検討を行うとともに、シンポジウム等

を開催し、思春期の性に関する正しい知識の普及啓発に努めます。

(2) うつくしま子ども夢プランの推進

市町村、関係機関・団体などへの各種情報の提供及び交換を積極的に行い、市町村

における次世代育成支援地域行動計画の円滑な推進の支援を通じて、うつくしま子ど

も夢プランの推進を図ります。

６ 高齢者が心豊かに暮らせる社会の推進

(1) 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定支援

市町村の第４次高齢者保健福祉計画・第３次介護保険事業計画（計画期間平成18～

20年度）について、介護保険法などの見直しを踏まえ、円滑に策定されるよう意見の

交換や情報の提供などの支援を行います。

７ 障がい者が自立し社会参加できる社会の推進

(1) 地域生活移行に向けた支援体制の整備

支援費制度などに基づく各種居宅サービスの充実を図るとともに、デイサービス、

通所施設等の日中生活の場や、グループホーム等の生活の場など、障がい者の地域生

活を支えるサービス基盤の整備を促進し、第２次福島県障害者計画の着実な推進を図

ります。

また、障がい者の入所施設や精神病院からの地域生活移行を促進するため、相談支
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援体制の充実を図るとともに、関係機関の連携を強化します。

８ 保健・医療・福祉のさらなる推進

(1) 健康危機管理の体制整備

管内関係機関との連携･連絡体制の整備を図るとともに、マニュアルに基づき、迅

速かつ適切な対応に努めます。

(2) 新医師臨床研修「地域保健・医療」の充実

指定臨床研修病院との緊密な連携を図りながら、平成１７年度から実施される新医

師臨床研修「地域保健・医療」の充実に努めます。



- 14 -

Ⅱ 平成１７年度主要事業計画

【快適で健やかな生活の実現】１
１）食品の安全確保対策事業（

概 要 主 な 事 業 内 容 担当Ｇ

福島県食品安全確保対策プログラム 及び 食 ①食品の安全確保対策事業 衛生推「 」 「

品衛生監視指導計画 に基づき 食品の収去検査 ②夏期一斉食品取締 進Ｇ」 、 、

農産物の残留農薬等の検査や食品製造施設におけ ③年末一斉食品取締

る監視指導を実施し、食品の生産から消費まで一 ④観光地対策

貫した食品の安全性の確保を図ります。 ⑤食品営業施設監視

また、平成１５年４月に設置した食品安全確保 ⑥集団給食施設監視

に関する苦情や相談の総合的窓口「食品安全１１ ⑦大型量販店監視

０番」の円滑な運営を関係機関と連携して行いま ⑧「食品安全１１０番」の

す。 窓口設置

（２）食中毒の発生防止対策事業

概 要 主 な 事 業 内 容 担当Ｇ

飲食に起因する健康被害や不良食品の発生を未 ①食品の高度衛生管理推進 衛生推

然に防止するため、広域流通食品の製造施設や大 事業 進Ｇ

型量販店等に対し、監視指導を重点的に実施する ②重点監視対象施設監視

とともに、ＨＡＣＣＰ（危害分析・重要管理点） ③食品衛生「出前講座」の

の手法による衛生管理の導入に向けた助言を行い 開設、

自主的衛生管理の確立を図ります。 ④食品衛生懇談会の開催

「小学校の食品衛生教室」や食品衛生「出前教 ８月２日

室」等を実施し、消費者に対し食品の安全、安心

に関する意識の向上と正しい食品の衛生知識の普

及啓発を図ります。

食品衛生月間（８月）事業として、消費者代表

を「一日食品衛生監視員」に委嘱し、食品製造施

設等の監視を実施するとともに 「食品衛生懇談、

会」を開催し、リスクコミュニケーションを実施

します。

（３）水道水の安全確保事業

概 要 主 な 事 業 内 容 担当Ｇ

県民が安心して飲める「おいしい水」の安定的 ①水道国庫（県費）補助事 衛生推

な供給とどこでも利用ができるよう、市町村等の 業 進Ｇ

水道施設の整備が計画的かつ効率的に進められる ②水道関係施設指導事業

よう水道事業を支援します。
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（４）レジオネラ属菌対策事業

概 要 主 な 事 業 内 容 担当Ｇ

平成１５年に浴場の水質基準に新たにレジオネ ①浴用水の水質検査の実施 衛生推

ラ属菌が定められ、より衛生的な衛生水準の確保 及び自主検査の勧奨 進Ｇ

が求められていることから、立入指導や水質検査 ②施設の清掃・消毒等の維

を実施し、施設管理者に対し具体的かつ的確な衛 持管理の強化指導

生管理指導の強化を行います。 ③施設改善の指導助言

○浴場水の水質検査の実施及び自主検査の勧奨

○施設の清掃・消毒等の維持管理の強化指導

○施設改善の指導助言

（５）動物愛護事業

概 要 主 な 事 業 内 容 担当Ｇ

地域住民や愛玩動物（犬、猫）の飼育者を対象 ①人と動物の「ふれ愛」推 衛生推

にしつけ方教室を開催するとともに、動物愛護ボ 進事業 進Ｇ

ランティア養成講習会や「小学校への獣医師派遣 ②動物愛護と適正管理普及

事業」を実施し、人と動物が共存できる社会環境 事業

の確保を図ります。 ③動物愛護フェスティバル

また 動物取扱業者に対する立入指導を実施し 開催 ９月２５日、 、

動物の愛護と適正管理に関する普及啓発を図りま

す。

２ 【生涯にわたる健康づくりの推進】
（１）受動喫煙防止対策（生活習慣病予防普及事業業）

概 要 主 な 事 業 内 容 担当Ｇ

「健康ふくしま２１計画」の最重要分野である ①禁煙サポート医療機関等 健康増

たばこ対策について、受動喫煙防止の体制整備の モニタリング調査 進Ｇ

推進を図ります。 １２月

（１）禁煙支援が受けやすい体制づくりをしま ②禁煙支援医療機関等情報

す。 提供 ５月

（２）関係機関・団体等へ周知や協力を得て、 ③禁煙支援を行う医療職等

地域における喫煙対策の推推を図ります への講習 ４月２８日。

（３）学校及び職場等地域における喫煙対策推 ④受動喫煙防止普及啓発の

進専門的相談・技術支援や健康教育を実 周知 ６月

施します。 ⑤分煙実施状況把握

（４）たばこの健康被害及び禁煙等の普及啓発 ⑥禁煙サポート及び防煙教

を行い たばこに対する意識を高めます 育教材等の情報提供、 。

⑦世界禁煙デー等

５月３０日
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（２）難病患者対策関係事業

概 要 主 な 事 業 内 容 担当Ｇ

特定疾患治療研究対象疾患として指定されてい ①医療費公費負担受給の申 健康増

る45疾患について、対象者承認申請関連事務を行 請 進Ｇ

うとともに、難病患者が在宅で療養するための支 ②受給者証の交付 ９月

援事業を実施します。 ③相談班による個別相談会

（１）特定疾患治療研究事業 １０月

（２）難病在宅療養者支援体制整備事業 ④医療相談会 １１月

（３）難病患者地域支援連絡会議 ⑤全疾患患者及び家族を対

（４）在宅ケア調整会議 象の交流会 １２月

(５）ボランテｲア育成事業 ⑥会議開催 ２月

（６）難病相談支援センター事業 ⑦ケア調整会議開催

⑧ボランティアフォローア（本庁健康衛生領域健康増進グループが事業展開中）

（７）難病患者等居宅生活支援事業 ップ研修会 ６月１８日

（市町村が事業を展開、国・県から補助金）

（８）在宅人工呼吸器使用特定疾患患者

訪問看護治療研究事業（新規）

（３）食環境整備事業

主な事業内容 担当Ｇ概 要

「健康ふくしま２１計画」の栄養・食生活分野 ①特定給食施設管理事業 健康増

別計画推進対策として、個人の望ましい食生活を ア特定給食施設講習会開 進Ｇ

支援するには、食環境整備が大切であり、職域等 催 （６回）

６月２９日、３０日における給食施設及びレストランや食堂等の外食

８月２日、３日、５日を提供する施設が健康づくりの一環として「健康

１１日に配慮した食事の提供」に取り組む事業を推進し

ます。 イ特定給食施設巡回指導

（１）特定給食施設管理事業 実施

健康増進法第１８条第１項２号及び第22条 ウ特定給食施設巡回指導

に基づき、栄養指導員が給食施設の栄養管理 結果の集計・分析・報

業務に対し必要な指導助言を行います。 告

、 「 」特に平成１７年度は 「日本人の食事基準」 ② うつくしま健康応援店

の取り組み等の定着を図ることに重点を置い 事業

て進めます。 ア参加店の登録

（２ 「うつくしま健康応援店」事業 新規登録１５店舗に拡）

管内の飲食店営業者が保健所に登録し下記 大予定

の内容を実施します。 イ事業拡大のための広報

①栄養成分表示・健康関連情報の提供 市町村栄養担当者会議

②ヘルシーメニューの提供 ６月２１日

③禁煙・分煙への取り組み

③県南地域食生活改善推進

協議会総会 ７月１１日
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（４） 結核対策特別促進事業

主 な 事 業 内 容 担当Ｇ概 要

（１）結核患者療養支援事業 ①結核患者療養支援事業 医療薬

患者等に関する医療機関及び保健所のお互い ②症例検討会 １２月 事Ｇ

の情報交換を円滑に行い、患者の完全治癒を目 ③結核ミニ出前講座

指すための連携の基盤整備を行います。

また、喀痰塗抹陽性患者の院内DOTS（直接服

薬確認療法）の全数実施を支援します。

①学習会

②ケアカンファレンス

③先進地視察

（２）症例検討会

地域で実際に治療を行っている結核患者の症

、 、例を検討することにより 結核診断技術の向上

標準治療の普及、治療技術の向上を図ります。

）感染症予防対策事業（５

主 な 事 業 内 容 担当Ｇ概 要

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に ①平常時対応 医療薬

関する法律に定められた各疾病の発生時に、必要 ・マニュアル等所内体制整 事Ｇ

な措置をとるとともに、疫学調査を実施し、感染 備

経路の究明を図ります。 ・職員研修

さらに、正しい知識の普及啓発活動を行うとと ９月２２日

もに、基盤体制整備の充実を図り、感染症予防に ９月３０日

努めます。 ②発生時対応

（６）エイズ等予防対策

主 な 事 業 内 容 担当Ｇ概 要

エイズのまん延防止と患者・感染者に対する差 ①普及啓発活動事業 医療薬

別・偏見の解消のため、エイズの正しい知識の普 ②ＨＩＶ抗体検査 事Ｇ

及啓発活動を行うとともに、エイズに関する相談 ③エイズ相談

及びHIV（ヒト免疫不全ウイルス）抗体検査事業

を実施します。

○ＨＩＶ抗体検査

毎週水曜日 ９：００～１１：３０

（予約制）第２・４火曜日

１７：１５～２０：００

○エイズ相談 随時
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薬物乱用の防止（７）

主 な 事 業 内 容 担当Ｇ概 要

薬物の乱用による危害を防止するため、乱用防 ①「ダメ。ゼッタイ 」福島 医療薬。

止対策の効果的推進を図ります。 県普及運動及び国連支援募 事Ｇ

１各種啓発運動の実施 金運動

不正大麻・けし撲滅運動、麻薬・覚せい剤禍 東白川地区６月２３日

撲滅運動及び「ダメ。ゼッタイ 」普及運動等 西白河地区６月２５日。

各種啓発運動を展開します。 ②不正大麻・けし撲滅運動

（１）白河地区、東白川地区薬物乱用防止指導 ③その他啓発運動

員協議会と連携して各種啓発事業を展開し ④薬物乱用防止指導員協議会

ます。 運営事業

（２）若年層対象事業の実施 ⑤若年層対象事業

小中高校の薬物乱用防止教室へ講師を派 ⑥薬事監視

遣しまた薬物乱用防止キャラバンカーを小 ⑦薬物関連問題相談

学校に巡回させ、学校教育と連携して薬物

乱用の弊害を児童生徒に啓発します。

２医療機関及び薬局における麻薬、向精神薬の保

管管理の徹底を図ります。

３覚せい剤等の相談窓口を保健所に設置し、住民

からの覚せい剤等に関する相談に応じます。

ひきこもり心の健康サポート事業（８）

主 な 事 業 内 容 担当Ｇ概 要

ひきこもりの状態にある２０歳代から３０歳代 ①相談窓口の設置 保健福

の本人及び家族を対象として 相談窓口を設置し ５月１８日外11回 祉Ｇ、 、

併せて本人、家族等を支援する体制の整備を図り ②ひきこもり家族教室の開催

ます。 ７月１９日外5回

３ 【健康を支える医療の充実】

（１）医療安全対策の推進

主 な 事 業 内 容 担当Ｇ概 要

適正な医療が提供されるよう医療事故防止等医 医療薬

療安全対策の推進、救急医療体制の充実強化を図 事Ｇ

ります。

○病院立入検査、診療所等立入検査の実施 ①医療機関等監視指導

福島県医療監視要綱に基づき計画的に実施し ②医療安全対策研修会

不適事項について検査後１か月以内に改善を ８月１２日

求めます。 ③医療相談

○医療安全対策研修会の開催

医療機関の医療従事者対象とした研修会を開

催し、医療従事者一人ひとりの医療安全に対

する意識の向上を図ります。
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２）救急医療体制の充実強化（

主 な 事 業 内 容 担当Ｇ概 要

救急医療体制の問題点等について具体的な協議 ①救急医療対策協議会 医療薬

等を行い救急医療の質的向上を図ります さらに ３月 事Ｇ。 、

搬送途上の救命効果の向上を図るため、メディカ ②県中県南地域メディカルコ

ルコントロール協議会において、救急救命士の救 ントロール協議会

急活動の事後検証システムの構築等の協議を行い

ます。

○県南地域救急医療対策協議会の開催

○県中県南地域メディカルコントロール協議会

（事務局：県中保健所）

（３）血液確保対策の推進

主 な 事 業 内 容 担当Ｇ概 要

「県南地域献血推進行動計画」に基づいた効果的 ①献血推進事業 医療薬

事業の推進を図ります。 街頭献血キャンペーン 事Ｇ

特に、若年層対策を強化するとともに、新規協 ７月６日、１２月５日

、 。力事業所開拓 住民献血の積極的推進を図ります

（１）愛の血液助け合い運動 ②キビチーちゃんファンク

白河市と連携し、高校生・日赤奉仕団等 ラブ支援事業

団体の協力を得て街頭キャンペーンを実 白河旭高校、白河実業高

施します。 校

（２）若年層の献血離れ対策として、高等学校

における献血推進活動を支援し、高校生

による草の根啓発活動を展開する。

平成１７年度も昨年度に引き続きモデル

校を設置します。

４ 【誰もが安心して暮らせる福祉社会の推進】

１）地域福祉推進事業（

主 な 事 業 内 容 担当Ｇ概 要

第４次福島県社会福祉計画「うつくしま福祉プ ①県地域福祉支援計画の策 地域支

ラン21（H13～H22 」の見直しを通して 「福島県 定支援 援Ｇ） 、

地域福祉支援計画」が策定されることから、保健

医療福祉関係者、県民、市町村関係者から意見を

聴取し、課題に対する施策の方向性及び指標の検

討を行うとともに、併せて、市町村地域福祉計画

の策定の支援に努めます。
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（２）福祉ボランティア活動強化支援事業

主 な 事 業 内 容 担当Ｇ概 要

ボランティア団体、ＮＰＯ法人、社会福祉協議 ①ボランティアセンターの 地域支

会及び行政の連携によって、地域課題を共有し、 整備促進 援Ｇ

それぞれの機能を有効活用できる体制が必要であ ②県南ボランティア・ＮＰ

ることから、市町村ボランティアセンターの整備 Ｏの保健・医療・福祉ネ

促進を図るとともに、これら関係機関・団体間の ットワーク推進会議

ネットワークの構築を推進します。 １２月

（３）生活保護の適正な実施

主 な 事 業 内 容 担当Ｇ概 要

生活保護の適正な実施のため、保健福祉事務所 ①生活保護町村担当者会議 生活保

としての組織的な生活保護の事務運営、計画的現 ６月２８日 護Ｇ

業活動の実施、役場・民生委員・医療機関等関係 ②医療審査会

機関との連携強化を図ります。 ③生活保護法施行事務監査

④その他（経常業務等）

（４）家庭の虐待防止対策の推進

主 な 事 業 内 容 担当Ｇ概 要

児童虐待、ＤＶ、高齢者虐待、障がい者虐待な ①家庭の虐待防止対策連携 保健福

どの家庭の虐待を防止し、被害の軽減、被害者の 会議（代表者会議）の設 祉Ｇ

早期保護を図るために、保健福祉事務所ごとに地 置 １１月２１日

域の実情に応じた横断的ネットワークを構築する ②家庭の虐待防止対策会議

とともに、市町村における関係機関のネットワー （ワーキンググループ）の

ク形成を支援します。 設置

③講演会の開催

１２月２日

５ 【妊娠・出産・子育て・子育ちを支える社会の推進】

（１）豊かに「いのち」を育む支援事業

主 な 事 業 内 容 担当Ｇ概 要

思春期、子育て予備軍にある若者に対して、生命 ①思春期相談ホットライン 保健福

・お互いの性・人権を尊重する人間教育としての 電話・面接・メール相談 祉Ｇ（ ）

性教育を進め、望まない妊娠と人工妊娠中絶を減 ②若者のための性を考える

少させるため 「いのち」を豊かに育めるよう支 講座、

援します。
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（２）県南地域思春期保健対策推進事業

主 な 事 業 内 容 担当Ｇ概 要

管内の１０代の人工妊娠中絶の実施状況等を踏ま ①県南地域思春期保健対策 保健福

え、望まない妊娠と人工妊娠中絶を減少させるた 推進会議 ８月５日 祉Ｇ

め、地域関係機関との連携のもとに思春期保健対 ②思春期保健実態調査

策を推進します。 ・ 代の妊娠中絶者実態10
調査

・関係機関の性問題に関

する実態調査

③思春期ﾘｰﾌﾚｯﾄ検討ﾜｰｷﾝｸﾞ

ｸﾞﾙｰﾌﾟ開催

④思春期の小どもたちの性

を考える講演・ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ

１１月１６日

⑤思春期対策推進研修会

・医師研修

８月３１日

・保健、教育関係者研修

９月３０日

（３）うつくしま子ども夢プランの推進

主 な 事 業 内 容 担当Ｇ概 要

市町村、関係機関・団体等への各種情報の提供 ①子育て支援交流会の開催 保健福

及び交換を積極的に行い、市町村における次世代 ５月２５日 祉Ｇ

育成支援地域行動計画の円滑な推進を支援するこ

とを通じて、うつくしま子ども夢プランの推進を

図ります。

【高齢者が心豊かに暮らせる社会の推進】６

（1）介護保険事業支援計画等の策定

主 な 事 業 内 容 担当Ｇ概 要

今年度が見直し年度である福島県高齢者保健福 ①市町村支援 保健福

祉計画及び福島県介護保険事業支援計画を策定す ・情報提供 祉Ｇ

るとともに、管内各市町村の下記計画策定の支援 ・意見交換会

を行います。

また、介護保険制度見直しによる市町村業務が

スムースに行えるよう支援します。

県計画

○第４次福島県高齢者保健福祉計画
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主 な 事 業 内 容 担当Ｇ概 要

○第３次福島県介護保険事業支援計画

市町村計画

○第４次市町村高齢者保健福祉計画

○第３次市町村介護保険事業計画

（２）認知症予防対策事業

主 な 事 業 内 容 担当Ｇ概 要

認知症についての正しい知識の普及・啓発を行 ①モデル市町村の選定 保健福

うとともに、地域における認知症症状の早期発見 ・支援計画策定 祉Ｇ

・早期対応体制の整備を重点的に行っていきます ・学習会の開催。

○圏域に１つのモデル市町村を選定 ・ケア会議

○認知症予防対策推進会議の開催 ②予防対策推進会議

○普及・啓発（キャンペーン等） １１月２５日

③普及啓発強化月間 ９月

（３）介護保険施設等実地指導

主 な 事 業 内 容 担当Ｇ概 要

介護保険法に規定する指定居宅サービス事業者 ①実地指導 保健福、

指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設におけ ・介護保健施設 祉Ｇ

るサービスの質を確保し、併せて、保険給付等に ・居宅サービス事業所

係る費用の請求の適正な運用に関して周知徹底を ・居宅支援事業所

図ります。

○介護保険施設

老人福祉施設 ８か所予定

老人保健施設 ３か所予定

療養型医療施設 ２か所予定

○居宅サービス事業所 １１か所予定

○居宅支援事業所 ４か所予定

（4）市町村実地指導及び技術的助言

主 な 事 業 内 容 担当Ｇ概 要

市町村の業務が適正かつ効率的運営の確保を目 実地指導・助言の対象 保健福

的として実施します。 ・高齢者福祉行政 祉Ｇ

今年度の市町村実地指導及び技術的助言 ・介護保険業務

○高齢者福祉行政 ６市町村予定 ・老人保健事業

○介護保険業務 ５市町村予定 ・老人医療事務

○老人保健事業 ４ 町村予定
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主 な 事 業 内 容 担当Ｇ概 要

○老人医療事務 １２市町村予定

各根拠法令等に基づき、各市町村の事業実施

状況に対して、指導・助言等を行います。

７【障がい者が自立し社会参加できる社会の推進】

１）地域生活移行促進に向けた支援体制の整備（

主 な 事 業 内 容 担当Ｇ概 要

ノーマライゼーションの理念に基づき身体障が ①地域療育等支援事業連絡 保健福

い児者及び知的障がい児者の地域生活への移行を 調整会議の開催 祉Ｇ

促進するため、社会資源の整備や関係機関の連携 ８月 日外２回1
強化に努めます。 ②障がい者計画圏域計画連

（１）本庁レベルでの地域生活移行促進プログ 絡調整会議の開催

ラム策定の動きをにらみながら進めます １月。

（２）地域療育等支援事業連絡調整会議により

知的障害児者に係る関係機関の連携強化

と啓発に努めます。

（３）本庁の要綱策定を待って、障がい者計画

圏域計画連絡調整会議の位置づけを整理

したうえで、計画的な社会資源整備の促

進に向けた進行管理と地域生活移行に向

けた関係機関の調整に努めます。

（２）精神障がい者地域生活移行促進事業

主 な 事 業 内 容 担当Ｇ概 要

病状が安定し入院治療の必要がないにもかかわ ①事前準備(事業説明会） 保健福

らず、地域における受け皿がない等の理由で入院 ７月１４日外２回 祉Ｇ

を余儀なくされている精神障がい者に対し、退院 ②出張講座の実施

及び地域生活での自立を支援し、併せて地域の受 ③自立支援協議会出席

け入れシステムを整備することにより、精神障が

い者の地域生活移行を促進します。

８ 【保健・医療・福祉のさらなる推進】
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１）健康危機管理体制整備事業（

主 な 事 業 内 容 担当Ｇ概 要

原因が特定できない健康被害の発生や、大規模 ①平常時対応 医療薬

な健康被害が発生した時などの健康危機管理対策 ・マニュアル等所内 事Ｇ

に万全を期すため 関係機関との連携体制整備や 体制整備、 、

平常時から模擬訓練等による対応能力の向上を図 ・模擬訓練

り、マニュアルに基づく迅速かつ適切な対応に努 ・職員研修

めます。 ９月２２日、３０日

（ ）②発生時対応 時間体制24

（２）地域保健医療福祉の推進

主 な 事 業 内 容 担当Ｇ概 要

県南地域における「安心して暮らしともに生き ①県南地域保健医療福祉推 地域支

る健康福祉社会の実現」に向け、地域の実情に即 進会議 ２回( 月、 月) 援Ｇ10 3
した保健・医療・福祉施策を推進する必要があり ③地域保健福祉関係職員研、

「県南地域保健医療福祉圏計画」に基づき、地域 修事業 ５月外１回

における保健・医療・福祉が連携し、総合的・一 ④実習生受け入れ

体的な施策を推進します。 ⑤地域在宅ケア研修

また、保健・医療分野と福祉分野に携わる人材 ⑥地域保健福祉活動推進研

の養成・研修等の充実を図ります。 修 ８月１９日

（１）県南地域保健医療福祉推進会議の開催

・計画の見直し及び進行管理等の検討・協議

・地域の実情に即した施策の提言等

（２）地域保健福祉関係職員研修事業

・新任研修

・管理・監督者研修

（３）保健・医療・福祉の人材の確保と資質の確

保

・医師・保健師・看護師等実習の指導

・福祉専門職員、栄養士等の実習受け入れ

（３）新医師臨床研修「地域保健・医療」

主 な 事 業 内 容 担当Ｇ概 要

新医師臨床研修制度スタート 平成 年度から 新医師臨床研修「地域保健 地域支（ ）16
に伴い 「地域保健・医療」部門研修の受入機関 ・医療」の充実 援Ｇ、

として、指定臨床研修病院との緊密な連携を図り ５月２３～２７日外５回

ながら、平成１７年度から実施される新医師臨床

研修「地域保健・医療」の充実に努めます。
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